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1 実施計画の概要 

1.1 第 1 期実施計画の位置付け 

九十九里浜で進行している海岸侵食を防止し、砂浜を回復・保全することを目標に、  

九十九里浜侵食対策検討会議を通じて、九十九里浜侵食対策計画（以下、「全体計画」と  

いう）を策定しました。この計画は、30 年後にあたる 2050 年を目標に、九十九里浜の  

抱えている海岸侵食を中心とした課題を解決するための方針および具体策が示されて  

います。しかし、海岸侵食は、それを引き起こす力となる波などの自然条件に影響を受け

ることから、その現象を的確に予測することは現在の科学の知見をもってしても容易では

ありません。また、計画している対策に対しても、その効果とともに、さらなる侵食の   

波及を伴うことも懸念されています。さらには、対策はハマグリ等の水産資源やサーフィ

ン等の海岸利用にも影響することが懸念されています。 

そこで、30 年にもわたる長期的な計画であることに着目して、その期間を 10 年毎の  

3 期に分け、さらに 1 期 10 年を 5 年毎に区切り、期間毎に事業計画を立て(Plan)、対策 

事業を実施します(Do)。そして、その期間の効果・影響をモニタリングにより確認(Check)、

その結果を踏まえ対策の修正・改善(Action)して進めていくという、いわゆる順応的管理

(アダプティブ・マネージメント)とします。また、海岸も海水浴だけでなく漁業活動、   

サーフィン等、多様な利用もされており、そのような利用形態も時代とともに変化する  

ことから、対策の修正・改善に際しては、海岸利用の変化にも対応することとします。 

そのような事業の進め方において、ここでは、最初の 10 年に当たる第 1 期実施計画を

示します。 

第１期においては、汀線後退が著しく侵食が顕著であり、かつ背後地に集落がある箇所

や海岸利用が多い箇所から対策を実施します。 

また、第１期で実施した施設整備に係る効果・影響を工事完了から３年後以降にモニタ

リング調査結果を基に検証します。計画全般に係る対策の効果・影響については５年毎に

検証し、それを基に対策の修正も含め関係者間で協議のうえ、必要に応じた実施計画の  

見直し又は、次期実施計画の策定を行います。 

なお、第２期、第３期においても、第１期と同様の過程を踏んで、事業を進めていきま

す。 
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図- 1.1 全体計画の実施手法 
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2 第１期実施計画の目標 

2.1 全体計画の目標 

【目標】 

防護の面から背後地に越波が生じないための必要な目標砂浜幅を以下に示します。 
 

 
 
※防護の面からみた必要な砂浜幅 10ｍ（平均潮位）、砂浜の季節変動幅 20ｍ、地盤沈下による変動幅 10ｍ

を合わせた 40ｍとします。 
※砂浜が存在しない区間は、越波が発生せず、護岸が破壊しないよう現状の海浜断面を維持します。 

 

2.2 第 1 期実施計画の目標 

以下に第 1 期実施計画における目標を示します。 

表- 2.1 第 1 期実施計画の目標 

区域 目標 

旭市 
飯岡海水浴場(0kp～4.2kp)、矢指ケ浦海水浴場(5.3kp～7.4kp)周辺で砂浜幅 40m 以上を確保 
砂浜が存在しない区間は越波が発生せず、護岸が破壊しないよう現状海浜断面地形を維持 

匝瑳市 
10.5kp～18.3kp の範囲で汀線位置(砂浜幅)は現状維持 
砂浜が存在しない区間(HL 区間)は越波が発生せず、護岸が破壊しないよう現状海浜断面地形
を維持 

横芝光町 
18.3kp～22.3kp の範囲で汀線位置(砂浜幅)は現状維持 
砂浜が存在しない区間は越波が発生せず、護岸が破壊しないよう現状海浜断面地形を維持 

山武市 
22.3kp～30.3kp の範囲で汀線位置(砂浜幅)は現状維持（現状では砂浜幅 40m 以上あり、かつ
長期的には堆積域であることから、現状汀線位置を下回らないことを目標とする） 

九十九里町 
30.3kp～36.8kp の範囲で砂浜幅 40m 以上確保(現状では概ね 40m 以上を確保しているもの
の、将来的には侵食が波及することが予想されていたり、また片貝漁港北海浜の堆砂は養浜材
として浚渫することで砂浜幅が減少することが予想されることから 40m 確保を目標とする) 

大網白里市 海岸利用が多い白里中央海水浴場周辺（38.0kp～38.7kp）における砂浜幅 40m 以上を確保 

白子町 
海岸利用が多い中里海水浴場（44.6kp～45.1kp）、における砂浜幅 40m 以上を確保 
ただし、中里海水浴場の浜幅基線は要検討 

長生村 
海岸利用が多い一松海水浴場(46.8kp～47.5kp)における砂浜幅 40m 以上を確保 
ただし、一松海水浴場の浜幅基線は要検討 

一宮町 海岸利用が多い一宮海水浴場(50.3kp～51.2kp)における砂浜幅 40m 以上を確保 

※距離標は旭市の北端を 0.0kp として設定  

目標砂浜幅４０ｍ 

千葉県県土整備部   
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3 第１期実施計画の整備内容 

3.1 第 1 期実施計画の概要 

 第 1 期実施計画の概要を表-3.1 に示すとともに、全体計画と比較して実施位置とその 

内容を図-3.1 および図-3.2 に示します。 

 施設整備は、北九十九里でヘッドランド縦堤延伸を２基、南九十九里で離岸堤２基を  

実施します。堆砂が進んだ飯岡海水浴場周辺では、過去に整備した離岸堤群の一部天端  

嵩下げ・撤去により、堆積した砂を波の力で下手側に流すため離岸堤１基を撤去します。 

養浜土砂の採取地点は、安定的な供給が可能な漁港航路・泊地や漁港に隣接する海浜部

の堆積土砂を基本とします。また土砂採取地点と養浜地点はなるべく運搬距離が短くなる

ようにします。 

 養浜や施設整備にあたっては、関係者（沿岸市町村長、漁業関係者等）の理解を得なが

ら進めるものとします。 
表- 3.1 第 1 期実施計画の概要 

 ※１ HL(N)-1～12 は、北九十九里のヘッドランドとその番号を示す。 
 ※２ 順応的管理により汀線の後退が顕著となった場合は、養浜と施設整備の組合せを検討する。  

千葉県県土整備部   

区域 施設設置地点
/施設ﾀｲﾌﾟ

養浜地
/養浜量 万m3/年
(+初期万m3)

養浜材採取地
/採取量 万m3/年

旭市
飯岡海水浴場
/離岸堤天端

嵩下げ・撤去 1基
－ 飯岡漁港/2.0

匝瑳市
HL(N)-9,11

※１
/縦堤延伸

HL(N)-8～9間/2.0
※１ －

横芝光町 ※２ ※２ －

山武市 ※２ ※２ －

九十九里町 ※２ ※２ 片貝漁港/5.39(+4.0)

大網白里市 ※２ 白里中央海水浴場/0.25 －

白子町 中里海水浴場
/離岸堤 1基 中里海水浴場/0.75(+2.0) －

長生村 一松海水浴場
/離岸堤 1基 一松海水浴場/2.5(+2.0) －

一宮町 － 一宮海水浴場/3.0 太東漁港/1.11

計 8.5万m3/年(+4.0万m3) 8.5万m3/年(+4.0万m3)
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図- 3.1 北九十九里における全体計画（上）と第 1 期計画（下） 

  

図- 3.2 南九十九里における全体計画（上）と第 1 期計画（下） 
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4 第１期実施計画での整備効果の確認 

4.1 整備効果の確認方法 

侵食対策事業の効果・影響を防護面と環境保全面から把握するため、各種モニタリング

調査を実施し、対策の効果を検証します。 

防護面では、海岸域の地盤変動を把握するために、地形・地質モニタリングを実施しま

す。また、海岸堤防およびヘッドランドの天端上に水準測量の観測基準点を設置し、それ

ら水準観測成果を検証データとして、観測点のない範囲の地盤沈下を、衛星データ等を  

活用した方法で補完するなどして地盤沈下を監視し、侵食と地盤沈下の関係性について 

調査・研究していきます。 

環境保全面では、底生生物のモニタリング調査を実施します。生物への影響・効果を  

モニタリングにより把握し、侵食対策に反映させることとします。 

千葉県県土整備部   




